
佐久市告示第７０号 
 

令和８年度狂犬病予防等委託業務に係る指定公金事務取扱者の指定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項に規定する指定公

金事務取扱者を指定したので、同法第２４３条の２第２項の規定により告示する。 
 

令和８年４月３０日 
 

佐久市長 栁田 清二 
 
１ 指定公金事務取扱者の所在地及び名称 

所在地 長野県佐久市中込３３１３－２－４０１  
  名 称 株式会社 動物病院事務サポート 

 
 

２ 指定公金事務取扱者に徴収又は収納に関する事務を委託する公金 
  犬の登録（鑑札の交付を含む。）手数料及び犬の狂犬病予防注射済票交付手数

料 
 
 
３ 指定公金事務取扱者による事務を開始させる日 
  令和８年４月１日 



佐久市告示第７１号 
 
 
 佐久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年佐久市条例第１０６

号）第４条第１項の規定により令和８年度一般廃棄物（ごみ）処理実施計画を

別紙のとおり告示する。 
 
 
 令和８年４月３０日 
 
 

 佐久市長 栁田 清二  



 
 

令和８年度 
 

佐久市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐久市 生活環境課 
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令和８年度 佐久市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号)第６条第１項の規定により、第二

次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（令和７年３月）に基づき、令和８年度佐久市一般廃棄物

（ごみ）処理実施計画を次のとおり定めます。 
 

１ 処理計画期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 

２ 処理計画区域 

佐久市の全域 
 

３ 計画を推進するための施策 
（１）排出抑制・再使用計画 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・市広報紙等を利用した普及啓発 
・生ごみ処理機等の購入補助 
・生ごみ処理機等の広報及び啓発 

・食品ロスの削減 
・生ごみ減量化の推進 
・プラスチックごみ削減の推進 

・簡易包装の推進 ・過剰包装の削減 
・生活系ごみの処理手数料徴収の検討 ・生活系ごみの処理手数料徴収の実施 

 
（２）再使用（リユース）の推進 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・リユースの大切さの啓発や再使用ルートに

関する情報の提供 
・リユースを実践できる環境整備 

 
（３）再生利用（リサイクル）の推進 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・紙ごみの再生利用の促進 
・雑がみ分別袋作成方法ＰＲ 
・事業系可燃ごみに含まれる紙ごみの資源化

徹底の依頼、訪問調査、指導等 

・雑がみの分別の推進 

・少量でも排出できる対応の検討 ・雑びんの分別の推進 

・製品プラスチックの処理ルートや回収方法

の検討 
・製品プラスチックの資源化 

・資源の大切さ、環境美化及び環境保全に対

する意識を高める啓発 
・区、学校などによる資源回収の推進 

・店頭回収や拠点回収による資源回収量の把

握(今後の廃棄物施策の策定等への活用) 
・市収集以外の資源物排出量の把握 

・事業系ごみの分別概要資料を事業所訪問時

に配布 
・事業系ごみの処理に関するマニュアルの作

成 
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（４）事業系ごみの３Ｒの推進 
令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

・30・10運動の推進 
・飲食店に対して、食品ロス削減依頼 
・飲食店に対する生ごみの水切り啓発 
・食品ロス削減についてPR 
・フードドライブの窓口についての情報提供 

・食品ロスの削減 

・事業者への啓発、市内の受入業者を活用し

て資源化の要請 
・事業系古紙の回収促進 

・事業系生ごみの堆肥化に向け、事業者への

交渉の実施 
・公共施設から出る生ごみの堆肥化の継続 

・事業系生ごみの堆肥化の推進 

・給食施設や病院など公共施設から出る生ご

み堆肥化の継続 

・事業系ごみ袋の値上げの検討 ・事業系ごみ袋（処理手数料）の価格の検討 
・一定規模以上の事業者に対する廃棄物減量

化計画の作成依頼 
・廃棄物減量化計画の作成 

・ごみ処理施設におけるごみ袋開封調査や、

事業所を直接訪問してのごみ内容調査 
・事業系ごみの実態把握と実地検査の強化 

 
（５）情報提供、普及・啓発 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・各種媒体を活用した情報発信の実施 ・ごみに関するわかりやすい情報発信 
・佐久市LINE公式アカウントの周知 
・情報発信の充実 

・佐久市LINE公式アカウントの活用による情

報提供 

・資源循環や環境問題への関心を高めるため

の方策の検討 
・普及啓発の充実 

・環境教育の継続 
・出前講座の実施 

・環境教育の充実 

 
（６）環境美化活動の推進 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・パトロールの実施 
・県や警察との連携 
・佐久市衛生委員会との連携による不法投棄

防止啓発活動の実施 
・自治会を通しての不法投棄防止看板の配布 

・ポイ捨て、不法投棄の防止 

・一斉清掃など地域の環境美化活動の推進 ・地域の清掃活動への参加 

 
（７）収集・運搬 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・委託業者及び許可業者による収集運搬体制

を維持し、安全性の確保、衛生面の向上を図

る。 
・エコ運転の実施 
・収集運搬の効率を高め、環境負荷の低減さ

せるため、収集時間やルートなどの収集運搬

・環境に配慮した収集運搬体制の構築 
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方法の合理化の実施 
・ごみステーションの新設や廃止を検討 ・ごみステーションの配置の検討 

・区長及び衛生委員会を中心とした、ごみス

テーションの適正な管理や地域コミュニティ

全体でのごみの分別徹底を推進する。 
・パンフレットや出前講座の実施 

・ごみステーションの維持管理 

 
（８）中間処理 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・中間処理施設の適切な維持管理による、良

好な環境の維持に努める。 
・中間処理施設の適正な維持管理 

・佐久市堆肥製産センターの今後の方針の検

討 
・中間処理施設の長寿命化と環境負荷の低減 

 
（９）最終処分 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・搬入管理、維持管理など施設の適正管理を

継続するとともに、分別変更により、残余容

量の確保に努める。 
・水処理施設の適正な維持管理を行う。 

・最終処分場の適正管理 

・災害廃棄物の受入の検討 ・最終処分の将来計画 

 
（10）その他検討すべき事項 

令和８年度の計画 第二次佐久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
・共同処理について、長期的な観点から処理

の最適化を図る。 
・ごみ処理の広域連携 

・指定袋に入らない大型のごみ及び資源物（う

な沢第 2 最終処分場の受入品目を除く）につ

いて、民間の一般廃棄物処理業者等での適正

な処理処分が継続されるよう、市民や事業者

へ、市のホームページや市広報紙などで普及

啓発する。 
・エアコン・テレビ・洗濯機・冷蔵庫・パソ

コンなど、家電リサイクル法や資源有効利用

促進法などの個別リサイクル法による各業界

の自主回収、再資源化の取組について、市民、

事業者にＰＲし促進する。 
・資源物・民間業者対応品目を除く指定袋に

入らないごみや小型家電については、うな沢

第 2 最終処分場への直接搬入の普及啓発を行

う。 
・うな沢第 2 最終処分場へ直接搬入できる品

目の周知。 
 
 

・ごみステーションに出せないごみ等への対

応 
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・高齢や障がい等によりごみの排出が困難な

世帯について、見守りやごみ出しなどの地域

での支援を推進しつつ、福祉部局等と協議を

進め、現行の「佐久市家庭ごみ収集支援事業」

の利用状況の検証、また委託業者等によるご

み出しや、ごみ出しを支援する地域団体への

支援金の交付など、他自治体の取組事例を参

考に、今後の支援体制を検討する。 

・排出困難世帯への対応 

・市外からの転入者や移住者が、分別方法が

理解できる媒体の活用について啓発を進め、

ごみの適正な分別、さらには減量化を推進す

る。 

・市外からの転入者・移住者などへの対応 

・介護が必要な高齢者の増加による紙おむつ

の排出量の増加について、汚物を取り除いて

からの紙おむつ廃棄を継続して周知するほ

か、メーカー等による実証試験が行われてい

る紙おむつのリサイクルについて、今後の技

術動向を注視する。 

・高齢化の進行に伴って増加するごみへの対

策 

・佐久市災害廃棄物処理計画の見直しの実施 
・災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を図るた

め、具体的な計画を策定し、災害時の円滑な

廃棄物処理体制の確保に努める。 

・災害廃棄物処理計画の見直し 

・災害時の処理体制の構築 

※上記記載内容について、災害や社会情勢、廃棄物施策に係る方向性の変更等の影響により、実施

を見合わせることもあります。 

 

４ 収集・運搬計画 

（１）家庭系ごみ 
ア 家庭ごみの収集（定期収集）について 
３大分別（可燃ごみ・埋立ごみ・資源ごみ）１４種類 （①可燃ごみ、②埋立ごみ、資源ごみＡ【古

紙類③新聞紙、折り込み広告・④古本、雑誌、雑がみ・⑤ダンボール】資源ごみＢ【⑥スチール外金

属・⑦アルミ・⑧古布、古着類・⑨紙パック】資源Ｃ【⑩ペットボトル】資源Ｄ【雑びん⑪無色透明

びん・⑫茶色びん・⑬その他の色のびん】資源Ｅ【⑭容器包装プラスチック】に分別し収集します。 
（＊臼田地区は、生ごみの分別収集のため、４大分別１５種類） 
収集は、各区で設置し、維持管理しているごみ収集ステーションに｢令和８年度 佐久市家庭ごみ・

資源物収集カレンダー｣で定められた収集日に、市が委託した収集業者が次の収集回数により収集運搬

します。 

ごみの出し方、分別については「家庭ごみ・資源物の分け方、出し方」で決められたルールに従っ

ていただく。 

 

可燃ごみ 埋立ごみ 資源ごみ 
(容プラ) 

その他の資源ごみ 
生ごみ 

(臼田地区) 
＊週２回 ２月に１回 週１回 月１回 週２回 

＊臼田地区は、週１回 
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（佐久地区） 
種    類 委 託 業 者 名 収 集 区 域 

可燃・埋立ごみ （株）光和建設 岩村田・東地区 
可燃・埋立ごみ 浅間清掃（有） 中佐都・高瀬・野沢地区 
可燃・埋立ごみ （有）東信環境衛生社 野沢・中込地区等 
可燃・埋立ごみ 東信塵芥収集企業組合 中込地区等 
資源  Ａ（古紙類） 佐久総合資源センター協同組合 佐久地区全域 
資源 Ｂ（缶・布・紙パック類） 佐久総合資源センター協同組合 佐久地区全域 
資源 Ｃ（ペットボトル） （株）光和建設 佐久地区全域 
資源 Ｄ（雑びん） （株）光和建設 佐久地区全域 
資源Ｅ（容器包装プラスチック） 東信塵芥収集企業組合 岩村田地区 

資源Ｅ（容器包装プラスチック） 浅間清掃(有) 高瀬・野沢・東・中佐都・

中込地区 
資源Ｅ（容器包装プラスチック） 佐久総合資源センター協同組合 中込地区 
 
（臼田地区） 

種    類 委 託 業 者 名 収 集 区 域 
生ごみ・埋立ごみ 佐久浄設工業（有） 臼田地区 
生ごみ・埋立ごみ 吉沢輸送 切原地区・田口地区一部 
生ごみ・埋立ごみ  吉沢輸送 青沼地区・田口本村地区 
可燃ごみ （株）金山 臼田地区全域 
資源Ａ（古紙類） 佐久浄設工業（有） 臼田地区全域 
資源Ｂ（缶・布・紙パック類） 佐久浄設工業（有） 臼田地区全域 
資源Ｃ（ペットボトル） 佐久浄設工業（有） 臼田地区全域 
資源Ｄ（雑びん） 佐久浄設工業（有） 臼田地区全域 
資源Ｅ（容器包装プラスチック） （株）平元商店 臼田地区全域 
 
（望月・浅科地区） 

種    類 委 託 業 者 名 収 集 区 域 
可燃ごみ・埋立ごみ クリーン浅科 浅科地区全域 
可燃ごみ・埋立ごみ (有)小松環境保全工業 望月地区全域 
可燃ごみ・埋立ごみ (有)小松環境保全工業       望月地区全域 
資源Ａ（古紙類） 春山商店 望月・浅科地区全域 
資源Ｂ（缶・布・紙パック類） 春山商店 望月・浅科地区全域 
資源Ｃ（ペットボトル） 春山商店 望月・浅科地区全域 
資源Ｄ（雑びん） 春山商店 望月・浅科地区全域 
資源Ｅ（容器包装プラスチック） (有)小松環境保全工業      望月・浅科地区全域 
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イ 引越しごみ等について 
  上記、定期収集日に出せない引越しごみ等については、以下の方法で運搬します。 
（ア） 可燃ごみ及び臼田地域の生ごみについては、民間処理業者へ相談の上自己搬入します。 

(有料) 
（イ） 埋立ごみについては、指定された埋立ごみ袋に入るものは入れ、袋に入らない埋立ごみがあ

れば一緒に公営の埋立処分場へ自己搬入します。(無料) 
（ウ） 資源ごみについては、民間処理業者及び資源業者へ相談の上自己搬入します。(有料) 
（エ） 粗大ごみについては、市が許可する一般廃棄物処理業者及び資源業者へ相談の上、自己搬入

か収集運搬許可業者へ委託し搬入します。(有料) 
（オ） 資源ごみについては、民間処理業者及び資源業者へ相談の上自己搬入します。(有料) 

 
 ウ 特定家庭用機器廃棄物（テレビ・薄型テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥

機）について 
   購入店または買い替えをする販売店での引取り、若しくは民間の廃棄物処理業者での処理を依

頼します。 
 
エ 使用済小型電子機器等 
 下記の場所へ自己搬入します。 

うな沢第2最終処分場、市役所本庁舎、臼田支所、浅科支所、望月支所、生涯学習センター（野

沢会館）、浅間公民館、東公民館 
  
 オ びんの拠点回収について 
  資源ごみ袋に溜まらないような少量のびんはうな沢第２最終処分場へ自己搬入することもできま

す。 
 
 カ 乾電池の拠点回収について 
  乾電池は埋立ごみとしてごみ収集ステーションに排出するほか、うな沢第２最終処分場へ自己搬

入することもできます。 
 
 キ 消火器・廃油（灯油）の処分について 
  生活環境課へお問い合わせいただき、取り扱い可能な事業者をお知らせします。 
 
（２）事業系ごみ 
  次のいずれかの方法により処理します。 
ア 許可を受けた処理施設(公営及び民間施設)へ自己搬入します。 

イ（収集運搬業及び処分業の許可を持っている業者）許可業者へ処理委託します。 

ウ 生活環境の保全上支障のない方法による自社処理にて処理します。 

  
（３）その他のごみ 
  地域団体等の奉仕活動等による清掃ごみ等については、その実施者が市へ相談の上、市職員若し

くは市委託業者が収集運搬します。 
 
（４）外部搬出 
  佐久市内で資源化処理等できない廃棄物については、処理施設のある市町村との協議等終了後、

処理を行う。 
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５ 中間処理計画 

（１）可燃ごみ 
  下記の焼却施設にて、焼却処理します。 
名  称 佐久平クリーンセンター 
設 置 者 佐久市・北佐久郡環境施設組合 
所 在 地 佐久市上平尾２０３３番地ほか 
型  式 全連続運転式 
公称能力 １１０トン／２４時間 （５５トン／２４時間×２基） 
処理する廃棄物 可燃ごみ 
（２）資源ごみ 

市の委託業者によって資源化処理を行います。 
＊ 容器包装プラスチックについては、日本容器包装リサイクル協会にて資源化処理を行います。 

 
（３）生ごみ(臼田地区ほか市長が認める者) 
   下記の堆肥化施設にて、堆肥化処理を行います。 
名  称 佐久市堆肥製産センター 
設 置 者 佐久市 
所 在 地 佐久市臼田２９１５番地４ 
型  式 堆肥化 
公称能力 １３トン／日 
処理する廃棄物 生ごみ、蓄糞、籾殻 

 
（４）木くず 
   佐久平クリーンセンターにて焼却処理(サイズ制限あり)、または市が許可する一般廃棄物処理

業者にて処理を行います。 
 
（５）特定家庭用機器廃棄物 
   販売店等または製造業者を通じて資源化処理を行います。 
 
（６）廃タイヤ 
   タイヤを扱う販売店、ガソリンスタンド等に引取りを依頼する他、市が許可する一般廃棄物処

理業者にて処理を行います。 
 
（７）適正処理困難物（家具類、マッサージチェア、電気毛布等） 
   市が許可する一般廃棄物処理業者（適正処理困難物の処理のできる業者）にて処理を行います。 
 
（８）特別管理一般廃棄物 
   市が許可する一般廃棄物処理業者（特別管理一般廃棄物の処理のできる業者）にて処理を行い

ます。 
 
(９）医療系廃棄物 

   医療機関等から排出される医療系廃棄物は、医療機関が責任をもって適正に処理します。 

   在宅医療系廃棄物については、市で認められた廃棄物（ごみ収集ステーションに出せる廃棄物）

以外は、医療機関等へ相談し適正に処理します。 
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(１０) 市が一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物 

（佐久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１６条により） 

   紙くず、繊維くず、動植物性残渣、ガラスくず及び陶磁器くずとします。 

 

６ 最終処分計画 

（１）家庭系埋立ごみ及び事業系一般廃棄物の埋立ごみ(市の施設で受け入れられる埋立ごみ) 

下記の処分場において、市の収集計画にある家庭系埋立ごみ及び事業系一般廃棄物の埋立ごみ

を処理します。 

名  称 佐久市うな沢第２最終処分場（埋立処分地） 
所 在 地 佐久市横根９７０番地 
届出年月 平成１３年１０月 
設置年月 平成１５年 ３月 
埋立面積   １１，２００平方メートル 
埋立容量 １４８，０００立方メートル 
年間埋立量 約    ８８立方メートル／年 
残余容量 約３６，４２４立方メートル（令和８年度末見込） 

処理する廃棄物 不燃ごみ（可燃ごみ、資源として再利用が可能なもの、家電製品・金属類・粗大ごみ・産業廃棄物・建築廃

材以外の廃棄物） 
埋立方法 最終処分場の底部より、順次、コンパクターにて、破砕転圧後即日、タイヤロ

ーダーにてセルアンドサンドイッチ方式により覆土して埋立処分する。 
浸出水処理能力 ５０立方メートル／日（新処分場40㎥・旧処分場10㎥） 
処理方式 凝集沈殿（カルシウム除去）＋生物処理＋凝集膜処理＋高度処理（活性 

炭吸着等） 
 
（２）粗大ごみの一部等(望月・浅科地区) 
   下記の処分場において、粗大ごみの一部等(望月・浅科地区)を埋立処理します。 
名  称 川西最終処分場（埋立処分地） 
所 在 地 佐久市望月２１７９番地１８ 
届出年月 平成 ３年１２月 
設置年月 平成 ５年 ３月 
埋立面積   ２３，９５０平方メートル 
埋立容量 ３９，０００立方メートル 
年間埋立量 約８０．３立方メートル／年 
残余容量 約１，４９２立方メートル（令和８年度末見込） 
処理する廃棄物 不燃ごみ（粗大ごみ）・小型家電類 
埋立方法 最終処分場の底部より、順次、コンパクターにて、破砕転圧後即日、油圧ショ

ベルにてサンドイッチ方式により覆土して埋立処分する。 
浸出水処理能力 ２０立方メートル／日 
処理方式 接触ばっ気＋凝集沈殿 
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（３）がれき等 
   下記の処理場において、家庭から出たがれき等を埋立処理します。 
名  称 佐久市うとう南沢処理場 
所 在 地 佐久市中込２，８６５番地 
届出年月 昭和５４年 
設置年月 昭和５４年１０月 
埋立地面積  ３０，２４０平方メートル 
埋立容量 ２４１，９２０立方メートル 
年間埋立量      ４５立方メートル／年 
残余容量  ４６，３１０立方メートル（令和８年度末見込） 
処理する廃棄物 一般家庭から工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、ブロックの破

片、瓦礫類（質、量を踏まえ通常一般家庭から出る少量のものに限る。木材や

金属に類するもの等の混入があるものは除く。）で、事業者が関与していないも

の（事業者が関与し、一般家庭の工作物の除去に伴って発生したものは産業廃

棄物として処理をしなければなりません。） 
埋立方法 搬入された瓦礫類等を、ショベルローダーで整地しながら、埋立処分をする。 

 
（４）その他 
   佐久平クリーンセンターの焼却灰は全量リサイクルにつなげます。 
 
 

７ 市外からの一般廃棄物の受入れ 
   佐久市以外からの一般廃棄物の受入れについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に照

らし問題が生じる恐れのない場合のみ実施することとし、必要に応じた搬入市町村との協議終了

後、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第４条第９号イの通知を受けます。 
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８ 排出状況、処理主体、処理計画等一覧表 

【収集運搬計画】 
                                    （単位：㌧） 

ごみの種類 
収 集 運 搬 計 画 

収集主体 収集運搬量 

見込(排出量) 
収集

区域 
収集回数

(委託) 収集方法(委託) 

生

活

系

ご

み 

可燃ごみ  
・定期収集ごみ 
（市委託業者） 

 
・排出者自ら運搬

又は、一般廃棄物

処理業許可業者に

委託 

13,404 

市内

全域 

週２回 
（臼田地

区週１回） 

ごみステーション

定期収集方式 

埋立ごみ 528 ２月１回 
資源ごみ 
（容プラ) 932 週１回 

 
資源ごみ 

（容プラ以外） 2,322 月１回 

生ごみ 
（臼田地区） 256 臼田

地区 週２回 

事

業

系

ご

み 

可燃ごみ ・排出者自ら運搬

又は市が許可する

一般廃棄物処理業

許可業者に委託 

4,543 市内

全域 
随時 

 

埋立ごみ 4 
生ごみ 

(臼田地区) 314 臼田

地区 

合 

計 

可燃ごみ  17,947    

埋立ごみ 532 

資源ごみ 3,254 
生ごみ 

(臼田地区) 570 

総合計 23,478 
 
 
【中間処理・最終処分計画】 

（単位：㌧） 
ごみの種類 ごみの量 処理方法等 処理主体等 残渣の種類等 

可燃ごみ 17,947 焼却 
佐久平クリーンセンタ

ー(一部事務組合) 
 

焼却灰・飛灰処理物 

埋立ごみ 469 圧縮転圧・覆土 うな沢第２最終処分場

（市直営）  

埋立ごみ 9 圧縮転圧・覆土 川西最終処分場  
 

埋立ごみ 54 圧縮転圧・覆土 うとう南沢処理場  
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資源ごみ 
(容プラ) 932 圧縮・梱包 

（⇒再資源化） 

㈱平元商店 
(処理委託) 

 ⇒（財）日本容器包装

リサイクル協会 

資源残渣 

資源ごみ 
(古紙類) 897 圧縮・梱包 

（⇒再資源化） 市委託業者  

資源ごみ 
(缶類) 139 圧縮・梱包 

（⇒再資源化） 市委託業者  

資源ごみ 
(びん類) 418 破砕 

（⇒再資源化） 市委託業者  

資源ごみ 
(ペットボトル) 83 圧縮・梱包 

（⇒再資源化） 市委託業者  

資源ごみ 
(古布・紙パック) 652 選別・梱包 

（⇒再資源化） 市委託業者  

資源ごみ 
(小型家電) 133 破砕 

（⇒再資源化） 市委託業者  

生ごみ 
(臼田地区) 570 堆肥化 

（再資源化） 
佐久市堆肥製産センター

(市直営) 
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【佐久市の一般廃棄物収集運搬・処分業許可業者一覧】     令和８年４月１日現在 
一般廃棄物収集運搬業（し尿・汚泥業者等除く） 

業  者  名 住       所 電 話 番 号 

浅間清掃(有) 佐久市鍛冶屋３３１番地１  ０２６７－６２－２０２５ 

イー・ステージ㈱ 小諸市大字平原３０９番地１  ０２６７－２５－８８８０ 

㈱インテック 
北佐久郡軽井沢町大字長倉９５７番

地２  
０２６７－４５－０７７２ 

㈲エンジニアリングウッド 佐久市御馬寄１１３２番地  ０２６７－６６－７８５０ 

㈱アドヴァンシーク 東御市滋野６２８番地５ ０２６８－８４－２０９０ 

㈱光和建設 佐久市中込２５９８番地  ０２６７－６２－１４９４ 

㈲小松環境保全工業 佐久市春日２３９０番地２ ０２６７－５２－２５４５ 

（公）佐久シルバー人材センター 佐久市取出町１８３番地  ０２６７－６２－１７８６ 

佐久浄設工業(有) 佐久市田口６４３４番地 ０２６７－８２－２６５３ 

佐久総合資源センター協同組合 佐久市瀬戸１２０４番地２  ０２６７－６２－５２１７ 

㈱雫田建設工業 佐久市岩村田１３３７番地２  ０２６７－６７－２２２７ 

㈱トーシン 南佐久郡南牧村海尻２４４６番地２  ０２６７－９６－２５４４ 
東信塵芥収集企業組合 佐久市岩村田２２２２番地１  ０２６７－６８－０３９１ 
直富商事㈱ 長野市大字大豆島３３９７番地６  ０２６－２２２－１８８０ 
㈱長野県環境サービス 佐久市望月２０８４番地  ０２６７－５３－８０５１ 
春山商店 佐久市望月２１７９番９ ０２６７－５３－７６６７ 
㈱平元商店 佐久市臼田１０９４番地１ ０２６７－８２－２２６２ 
㈱あずさ環境保全 松本市波田２０１９番地 ０２６３－９２－３２２５ 
東京理工器㈱ 上田市殿城８７４番地１ ０２６８－２４－１７９４ 
吉沢輸送 佐久市田口２４７６番地２ ０２６７－８２－３９４３ 
 
一般廃棄物処分業 

業  者  名 住       所 電 話 番 号 
イー・ステージ㈱ 小諸市大字平原３０９番地１ ０２６７－２５－８８８０ 
(有)エンジニアリングウッド 佐久市御馬寄１１３２番地 ０２６７－５８－０１８２ 
㈱光和建設 佐久市中込２５９８番地 ０２６７－６２－１４９４ 
蓼科高原農場(有) 北佐久郡立科町大字芦田２０００番地１ ０２６７－５１－５２１１ 
東海電設㈱ 佐久市横根１１８８番地１ ０２６７－６７－０４８６ 
㈱平元商店 佐久市臼田１０９４番地１ ０２６７－８２－２２６２ 
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【公営施設及び実施処理計画を補完する市内処理施設及び資源化施設一覧】 
処理施設の種類 処理施設所在地等 廃棄物の種類及び計画処理量等 

中間処理（焼却・破砕等） 
・最終処分 

佐久市小田井５００番地 他 
イー・ステージ㈱ 

・可燃ごみ 
（１１０トン／２４時間） 

・ 埋立ごみ（１２０トン／日） 
・ その他粗大ごみ等の一般廃

棄物、焼却灰、感染性一般廃

棄物等 

中間処理 
（破砕・圧縮・溶融固化） 

佐久市中込２５９８番地 
㈱光和建設 

・ 粗大ごみ（１２．０トン／日） 
・ 発泡スチロール 

（ １．２トン／日） 
・ 廃蛍光管（２．５トン／日） 
・ 廃プラスチック、紙くず、木

くず等（３２．７ｔ／日） 

中間処理（破砕・圧縮・切断） 佐久市臼田１０９４番地１ 
㈱平元商店 

・ 粗大ごみ（６．６トン／日） 
・ びん類（１．６トン／日） 
・ 古紙類（５．１トン／日） 
・ ペットボトル（５．１トン／日） 
・ 廃プラ（０．５トン／日） 
・ 廃蛍光管（１．９トン／日） 
・ 機密文書（４．０トン／日） 

中間処理（破砕） 佐久市御馬寄１１３２番地 
（有）エンジニアリングウッド 

・木くず（伐採木に限る） 
（１３．５トン／日） 
（２７．１トン／日） 
（２８２．４トン／日） 

中間処理（破砕） 佐久市横根１１８８番地１ 
東海電設㈱ 

・木くず（伐採木に限る） 
（ ６６．９トン／日） 

中間処理（破砕） 佐久市協和３４５５番地１０ 他 
蓼科高原農場(有) 

・木くず（伐採木に限る） 
（５６トン／日） 

資源化処理 佐久市瀬戸１２０４番地２ 
佐久総合資源センター協同組合 

・ 古紙類（１２０トン／日） 
・ 缶類  （２０トン／日） 

 
 
 


